
 

「亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の見直し案について」に対する 

意見の募集（パブリックコメント）の実施結果について 

 

 

 

Ⅰ．意見募集の概要 

平成28年８月に取りまとめた「亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水

基準の見直し案について」につき、以下のとおり意見募集を行った。 

 
・意見募集期間：平成28年８月４日（木）～平成28年９月２日（金） 

・告知方法：電子政府の窓口（e-Gov）、環境省ホームページ、記者発表 

・意見提出方法：電子メール、郵送、ファクシミリ 

 

 

Ⅱ．意見募集の実施結果 

○意見提出者数：１名・団体 

 

 

○意見ののべ総数 １件 

本件に係る意見の提出は１件でした。 

 

○御意見の概要及びそれらに対する考え方 

 別紙のとおり。 

 

 意見提出者数（団体・個人） 

地方自治体  １ 



（別紙）

番号 御意見の概要 御意見に対する考え方

1

　電気めっき業界においては、亜鉛の一律排水基準適用に向けて、排水濃度調
査や、事業場への巡回指導などの取組を行っているが、亜鉛の排水処理の困
難さ等もあり、取組が十分に進んでいない状況がある。
　国においては、中小企業が導入可能な排水処理技術について、早期に調査研
究・開発を促進し、その実用化・普及に努めることを要望する。また、大都市にお
ける中小企業の排水実態・操業の状況、適用可能な排水処理技術の動向等を
十分に踏まえた上で、暫定排水基準を継続することが望ましい。

　水質汚濁防止法では、一般排水基準による排水規制を基本としており、暫定排水基準が適
用されている特定事業場においても速やかに一般排水基準を達成を図ることが必要です。
　他方、暫定排水基準の見直しに当たっては、各特定事業場における排出実態の把握を進め
るとともに、排水濃度低減に向けた技術的な検討を進めており、今般の見直しに係る検討にお
いても、暫定排水基準の対象となる各業種の特定事業場の排水の排出実態等を踏まえた上
で、亜鉛含有量に係る暫定排水基準については、適用期限を延長することとしたものです。今
後の暫定排水基準の見直しに当たっても、こうした実態把握等を行った上で、必要な検討を
行ってまいります。
　なお、排水処理技術の調査研究・開発については、専門家から技術的な助言をいただきなが
ら効果的な処理技術の開発を促進するため、関係省庁とも連携して引き続きフォローアップし
てまいります。


